
介
護
保
険
を
利
用
す
る
に
は

申
請
か
ら
サ
ー
ビ
ス
開
始
ま
で

　
介
護
保
険
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の

利
用
は
、
ま
ず
市
の
要
介
護
認
定

を
受
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

要
介
護
認
定
の
手
続
き

■
申
請

　
要
介
護
認
定
申
請
は
、
本
人
の

ほ
か
家
族
も
で
き
ま
す
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

①
第
1
号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
）

は
介
護
保
険
被
保
険
者
証

②
第
2
号
被
保
険
者
（
40
歳
か
ら

64
歳
ま
で
）
は
加
入
す
る
医
療
保

険
の
被
保
険
者
証

※
第
2
号
被
保
険
者
の
人
は
、
国

が
定
め
た
16
種
類
の
特
定
疾
病

（
左
表
参
照
）
が
原
因
で
介
護
が

特 

定 

疾 

病

必
要
な
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
限

り
ま
す

■
訪
問
調
査

　
市
の
職
員
や
市
が
委
託
し
た
調

査
員
が
訪
問
し
、
本
人
の
心
身
の

状
態
な
ど
を
聞
き
取
り
調
査
し
ま

す
。
ま
た
、
市
か
ら
主
治
医
に
意

見
書
の
作
成
を
依
頼
し
ま
す
。

■
審
査
・
判
定

　
訪
問
調
査
の
結
果
と
医
師
の
意

見
書
を
も
と
に
、
医
療
・
保
健
・

福
祉
の
専
門
家
に
よ
る
介
護
認
定

審
査
会
で
ど
れ
く
ら
い
介
護
が
必

要
か
を
審
査
し
、「
要
介
護
1
～

5
」「
要
支
援
1
・
2
」「
非
該

当
」
の
い
ず
れ
か
に
判
定
さ
れ
ま

す
。
結
果
は
後
日
通
知
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
順

■
計
画
の
作
成

　
要
介
護
度
と
利
用
者
の
希
望
や

状
態
に
応
じ
て
サ
ー
ビ
ス
計
画

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）
を
作
成
し
ま
す
。

作
成
費
用
は
全
額
介
護
保
険
か
ら

支
払
わ
れ
ま
す
。

◇
要
介
護
1
～
5
の
人

【
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
】

　
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
選
び
、

担
当
の
介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
と
一
緒
に
計
画
を

作
り
ま
す
。

【
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
】

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
介
護

老
人
保
健
施
設
な
ど
へ
直
接
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
そ
の
施
設
で
計

画
が
作
ら
れ
ま
す
。

◇
要
支
援
1
・
2
の
人

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

佐
原
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
市
役
所
２
階
　
☎
（50）
1
２
3
1
）

小
見
川
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
小
見
川
支
所
　
☎
（82）
0
7
1
8
）

■
利
用
と
支
払
い

　
計
画
に
沿
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
、
費
用
の
1
割
（
原
則
、
利

用
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

1
6
0
万
円
以
上
の
場
合
は
２※
割
）

を
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
支
払
い
ま

す
。
あ
と
の
9
割（
ま
た
は
8
割
）

は
保
険
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
（
食

費
・
居
住
費
な
ど
保
険
給
付
対
象

外
の
費
用
は
自
己
負
担
で
す
）。

※
世
帯
内
の
65
歳
以
上
の
人
の
所

得
状
況
に
よ
り
1
割
と
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
7
月

に
認
定
者
全
員
に
送
付
す
る
「
介

護
保
険
負
担
割
合
証
」
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い

■
更
新
の
手
続
き

　
引
き
続
き
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
場
合
は
、
認
定
の
有
効
期
限
の

60
日
前
か
ら
更
新
申
請
が
で
き
ま

す
。
市
か
ら
も
更
新
の
通
知
を
し

ま
す
。

　
ま
た
、
心
身
の
状
態
が
変
わ
っ

た
と
き
は
、
い
つ
で
も
変
更
申
請

が
可
能
で
す
。

40歳から64歳までの人が
介護保険で対象となる病気

（特定疾病）

問
高
齢
者
福
祉
課
　
☎

（50）
1
2
0
8

○�がん(がん末期)…医師が一般に認められてい
る医学的知見に基づき回復の見込みがない状
態に至ったと判断したものに限る
○関節リウマチ
○筋萎縮性側索硬化症
○後縦靱帯骨化症
○骨折を伴う骨粗しょう症
○初老期における認知症
○�進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症お
よびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
○脊髄小脳変性症
○脊柱管狭窄症
○早老症
○多系統萎縮症
○�糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿
病性網膜症
○脳血管疾患
○閉塞性動脈硬化症
○慢性閉塞性肺疾患
○�両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴
う変形性関節症

7月1日から
都市計画区域が
市全域に拡大

　
市
で
は
、
香
取
市
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
市
全

域
を
都
市
計
画
区
域
と
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
関
係
機
関
と
協
議
・

調
整
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

た
び
、
山
田
・
栗
源
地
域
を
含
め

た
市
全
域
で
都
市
計
画
区
域
の
指

定
が
行
わ
れ
る
予
定
と
な
り
ま
し

た
。

　
指
定
に
よ
り
、
一
つ
の
都
市
と

し
て
一
定
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
た

土
地
利
用
を
図
り
な
が
ら
、
計
画

的
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
地
域
で
守

問都市整備課　☎（50）1214

ら
れ
て
き
た
ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー

ル
を
法
的
な
ル
ー
ル
と
し
、
良
好

な
環
境
を
維
持
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
都
市
計
画
区
域
に
な
る

と
都
市
計
画
法
や
建
築
基
準
法
の

集
団
規
定
（
接
道
義
務
、
建
ぺ
い

率
、容
積
率
、高
さ
の
制
限
な
ど
）

な
ど
が
適
用
と
な
り
ま
す
。開
発・

建
築
行
為
を
検
討
し
て
い
る
人
は

相
談
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
建
築
行
為
な
ど
の
ル
ー

ル
が
変
わ
る
山
田
・
栗
源
地
域
に

は
、
５
月
末
か
ら
回
覧
文
書
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
要
望
に
応
じ

て
市
職
員
が
出
向
き
、
市
の
施
策

や
事
業
な
ど
を
説
明
し
ま
す
。

■
対
象
　
市
内
に
在
住
、
在
勤
の

お
お
む
ね
10
人
以
上
参
加
で
き
る

団
体

■
開
催
日
時
　
平
日
の
10
時
か
ら

21
時
ま
で
の
1
時
間
30
分
以
内

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
実
施
を

希
望
す
る
場
合
は
相
談
く
だ
さ
い

■
実
施
場
所
　
市
内

※
申
し
込
み
を
す
る
団
体
で
会
場

の
用
意
、
当
日
の
準
備
な
ど
を
お

願
い
し
ま
す

■
出
前
講
座
メ
ニ
ュ
ー

　
ま
ち
づ
く
り
、
福
祉
・
健
康
、

く
ら
し
・
産
業
、
文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
、
防
災
・
救
急
、
防
犯
な
ど
の

13
分
野
で
67
種
類
の
講
座
を
用
意

し
て
い
ま
す
。

　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
申
込
書
は
、

秘
書
広
報
課
、
市
役
所
・
各
支
所

1
階
の
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
佐
原
中

央
公
民
館
、
小
見
川
社
会
福
祉
セ

ン
タ
ー
（
さ
く
ら
館
）、
山
田
公

民
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手

で
き
ま
す
。

■
申
込
方
法

　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

開
催
希
望
日
の
3
週
間
前
ま
で
に

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
ま
た

問
秘
書
広
報
課
　
☎

（50）
1
2
0
4

ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座　市政に皆さんの声を反映させ

るため、5人以上の集まり・グ
ループ（政治的・宗教的集まり
は除く）を市長が訪問し、懇談
する「グループ座談会」を実施
しています。
■実施期間　11月まで
■申込方法　申込書に必要事項
を記入し、秘書広報課に申し込
みください（10月まで）
※申込書は、秘書広報課、各支
所、市ホームページで入手でき
ます

グループ座談会
市長と語ろう

は
持
参
で
秘
書
広
報
課
に
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項 

　
出
前
講
座
は
、
行
政
に
対
す
る

苦
情
や
要
望
な
ど
を
伺
う
場
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
政
治
・
宗

教
的
活
動
や
営
利
を
目
的
と
す
る

場
合
は
、
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

�

（54）
7
1
4
0

�
koho@

city.katori.lg.jp

職
員
が
講
師
で
伺
い
ま
す
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